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イギリスにおけるコミュニティ・ケアの展開と職員の専門性

宮崎隆志

はじめに

本誌前号では，対入社会サービスとしての地域関連労働の形態や水準を規定する要因を，大衆社

会統合の担い手としての福祉国家の諸類裂とその再編過程に却して検討した。そこで得られた結論

は，一方では現代帝国主義の下で進行する消費者市民化に対応して，地域関連労働の内容や形態も

変化していること，他方では，そのこと自体が市民社会と国家の間に新たな矛盾を引き起こし，市

民社会内部で必然的に生じる協向・協働によって，逆に地域関連労働のありかたが規定される可能

性もあることであった。

以上の検討を前提にして，小論ではイギリスのコミュニティ・ケアを対象としながら，地域関連

労働の再編が引き起こした矛盾とその解決形態について検討したい。以下では，新自由主義的なコ

ミュニティ・ケアの再編がどのように進んだのかを確認した後に，福祉領域における「混合経済」

化の提起する論点，およびそれとかかわって展開する職員の専門伎の見直しと今後の展望について

若子の検討を行なう。

かかる対象を設定するのは，一つにはそれが左右からの福祉関家批判が展開された具体的な対象

であり，サッチャ一政権の下で理念のみならず実践過穏にまで批判と再編が及んだことがある。ま

た，以下で見るように，そこでは対入社会サービスの内容および供給体制をめぐって，既にさまざ

まな提案がなされており，前号等で提起している地域関連労働の新たな発展の可能性を見出だす上

で，学ぶべき点が多いように思われることも，対象設定の理由である。

なお，この課題はアルスター大学マギー校との共同研究として遂行されている北アイルランドと

北海遂の社会教育実践に関する比較研究の一環として取り組んで、いるものであるが，議査・分析は

まだ途上であり，本稿は;jtアイルランドの実銭との比較検討を行なうための，言わば前段的な作業

に留まることを予めお断わりしておかねばならない。したがって，ここではむしろ，比較研究によっ

て解明すべき具体的な問題を析出することが主要な課題とならざるを得ず¥北アイルランドの状況

についても補足的に述べるに留まっている。
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コミュニティ・ケア政策の論瑠

(1) コミュニティ・ケア政策の論渡構造

コミュニティ・ケアを施設収容主義に対する批判として理解するならば(1}，そうした方向性はイギ

リスでは 1940年代末から追求されてきたと言われており(ヘその後1960年代に入るといくつかの

法制化も進展している。しかし，その政策自擦の綬昧さや戦略プランの欠如のために，一方では家

族，特に女性親族に代表されるインフォーマルな介護者にかかる負担が増大し，他方では地方自治

体の財政的な制約が顕著になったのが実態であるという (3)。

サッチャ一政権によるコミュニティ・ケアの改革はこうした中で遂行されたが，それは「コミュ

ニティにおけるケアj から「コミュニティによるケア」への改革と象徴的に語られるように，従来

のコミュニティ・ケア概念の大きな変更を迫るものであった。その詳細は先の注記文献に委ねるこ

ととし，ここでは 1989 年に刊行されたコミュニティ・ケア白書 f人々のためのケア~，および 1990

年に制定された「富良保健サーピスおよびコミュニティ・ケア法」の論理構造のみを確認しておこ

フ。

第一に，福祉領域における「混合経済」の制度化がある。その意味は苦うまでもなく，公的な財

政運営と民間部門の経済(営利)活動を一体化することにあるが，そこでは民間部門にはサービス

供給者として，公的部門(具体的には自治体)にはサービス購入者としての位霞づけが各々与えら

れる。端的に言えば民営化であるが，自治体の役離を「混合経済」全体の管理者kして位置づける

ことによって，民営化に伴う費任放棄という批判を回避することが関られている。異体的には I滋

合経済」の運営原則を定める計磁策定，規模を確定するためのアセスメント，サービス供給の質を

保障するための契約モニタリング，不服申し立て制度や数王室指導(対象は居住型福祉施設およびナ}

シング・ホーム)による利用者の権利擁護等が自治体の資任とされている。

第二に，市場原理に基づく管海運営である。これは，以上の論理的な前提とも言えるが，例えば

上述の自治体の資任とされるものは，換言すれば消費者行政における消費者保護資任と同ーである。

アセスメント等の自治体の資任は，一見すると，サービス利用者の社会的権利を保障する義務に基

づくもののようであるが，ここに見られる対処の方法は利用者を消費者に霞換し，その市民的権利

を保障するというものでしかない。公正な市場運営を管理する資任という点、では，金融市場であろ

うと福祉市場であろうと共通の論理が貫徹するといったほうが事態ははるかに明擦になる。

第三には，これも内容的には既述されているが，以上の供給体制および権利義務関係の正当性を

支える消費者主義である。利用者は消費者として以上のシステムに参腐することになるが，その限

りで「自由な選択」や「柔軟な対応、J を享受しうるとされる。直言者は消費者の自己決定権を尊重す

るものであるし，後者は薗一化された制度に偶人を当てはめるのではなく，偶人中心にサービスが

編成されることを保障するものである，ということになろう。もちろん，全体計画にも消費者の声
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は反狭されることが必婆であるから，その限りで「参加」も強調される。「消費者のエンパワメント」

を図るものといっても，あながち間違いとは言えない。

消費者主義が消費者の主擦の尊重を主張するとすれば，それは以上の「混合経済」の論理および

それに慕づく実際のシステムが「民主的」であるか谷かを判断する有力な尺度になり，またその限

りでそれを正当化する根拠になると言えよう。

(2) 北アイルランドにおける農隠

イギリス全体では以上の改革が進展しているが，北アイルランドでは多少事情が異なっている。

今回の改革がもっインプリケーションの検討に移る前に，その点を補足的に確認しておきたい。

1989年白書および1990年間民健康保健法は，北アイルランドを対象としていなし」盟民健康保健

については，北アイルランド国民健康保健法が1948年に制定されており，イギリス本土とは若干異

なった制度環境下にある。とはいえ，実態としてはサッチャ一政権による改革の波は篠笑に押し寄

せている。現在の段階で確認できている点および検討課題を以下に列挙しておこう (4)。

北アイルランドの国民保健サーどスの担い手は，地方自治体ではなく 4地区の保健・社会サーど

ス部 CHealthand Social Board)である。これはプロテスタントとカソリックの対立に関わる政

治的バイアスを回避するためでもあるが，同時に「規模の経済」の創出をめざした合滋化である点

も無視できない。また， 1990年の改革以前から，保健・社会サ…ビス部はサービス機関の専門化や

統合等のコスト削減を進めており，この点からすればコミュニティ・ケアも含めた保健・福祉サー

ビスに対する財政的側面からの圧力はイギリス本土よりも相対的に低かったと替える。

にもかかわらず，結局は北アイルランドにおいても，本土同様の合理化，すなわち国民健康保健

法の見護し，それに基づく民営化が震徹させられている。その過程では民営化に対する労働組合の

反対やそれに支えられた保健・社会サービス部レベルの抵抗もあったが，ぞれらは民営化の速度を

遅らせたにすぎず，むしろ中央政府や保健・社会サービス局 (DHSS:Department of Health and 

Social Services)を通じた集権的コントロールが決定的な影響を及ぼした(5)。

このような状況を前提にすると，北アイルランドの実銭の評備に関しては，いくつかの留意すべ

き点があるように思われるo 第一に慕礎自治体の権限の弱さが及ぼす影響をどう評価すべきかとい

う問題がある。例えば r混合経済」の管理者は 4つの保健・社会サ…ピス部になるが，その改組の

過程では地区委員会連盟 (Associationof District Commitees)が廃止されている。このような合

理化が進展する一因に基礎自治体の制度的な位寵づけの低さがあるようにも恩われるが，コミュニ

ティ・ケアとの関連では政策(計爾)決定における住民参加が十分に保障されていないことも危倶

される。その実態については，本土との比較が必要であろう。

その一方で， ~tアイルランドではコミュニティに基礎を霞く各積プロジェクトが盛んであること

も事実である問。この点からすると，政策実施過程への住弐参加はむしろ進んでいることも予想され
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る。しかし，プロジェクトはそもそも短期的であり，その後の組織化は必ず、しも安定的とは言えな

い。特に EUからの資金が途絶える 1999年以後は，プロジェクトの重要な担い手であるコミュニ

ティ・オーガニゼーションの存続自体が危ぶまれる状況にある。そうなると，住民参加といっても

実質的な意味は消滅してしまいかねない。また，プロジェクト依存，つまり補助金依存のコミュニ

ティ・オーガニゼーションの運営は，コミュニティ・ケアの対象を補助対象，呉体的には女性・高

齢者・児童虐待等に分断し特定することにつながる点も危慎される。包括性をもったサービスを提

供するためには，地域に対する包括的な資任を手ぎする自治体の何らかの関与が不可欠であろう (7)。

第二に，イギリス本土の政治動向との緊張関係である。第一の点にもかかわらず，北アイルラン

ドにおけるコミュニティに基礎を龍く笑践は，地域社会に対する資任についての新たな価値意識を

生じさせていることが予想される。後述の公共性の理解ともかかわるが，消費者市民に基礎を置く

正当化論閣に対する批判は，その適用が最も困難であるが故に消費者市民よりは地域社会そのもの

の発擦を追求せざるを得ない北アイルランドから発せられる可能性がある。民営化過程に見られた

北アイルランドと本土との対立は，このような内実を含むようにも思われる。

2 植祉ミックスの意味するもの

(1) 市場経済原理の虚構性

福祉領域における混合経済化については，既にいくつかの批判が提出されている。まず，それら

を簡単に確認しておこう。

第一は，消費者の自由な選択なるものが，現実には実行困難である点である。ウォーカーは，さ

まざ、まな困難を抱えたサービス利用者が提供されるサービスを比較衡還する余地は限られているこ

と，より利潤の多く期待できる対象者にはより多くの選択の機会が提供されるが，それは実際の生

活上のニーズに応じたサービスの分配を歪めることなどを指摘している。あるいは，一般の市場と

異なり，サービス治費者は不満であっても市場から退出することができないにもかかわらず，供給

者側は経営上の理由で移動し，場合によっては退出することも可能であることも指摘している。供

給者サイドでの競争が，小規模生産者を市場から排徐し，消費者の選択の縞を狭めることも含めて，

消費者は自由な選択を行なえる主体とはなり得ないことを，これらの指摘から確認できる(九

そのことは同時に，福祉ミックスにおけるカの分布が不均等であり，利用者は消費者である線り，

疎外された存在でしかないことを物語っている。ウォーカーは，エンパワメントの具体的な提案が

欠如していると批判しているが r消費者」を前提にしたエンパワメントは，塁走に福祉ミックスのシ

ステムに含まれているのであり，この批判は「消費者」たる規定を廃棄することによってのみ徹底

すると言ったほうがよい。

第二に r混合経済Jにおけるカの不均衡は，供給者と消費者との簡のみならず，全体の管理者た
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る公的部門との関係においても見られることがある。実際にどのようなケアが行なわれるのか，つ

まり「ケア・パッケージ」の内容は，主としてケア・マネージャーを中心に決められる。もちろん，

決定にあたっては事前にアセスメントが行なわれるし，提供される内容に関するモニタリングも行

なわれるものの，消費者はケア・マネージャーを経由することなしに守箆合経済」を享受できない

という意味では，彼らの権限は強大である。ウォ…カーは，ケア・マネージャーの査定と推薦のな

い者は施設ケアの公的資金を受けることができない点、などを開示しながら，結局，このシステムは

俗人の選択の幅と利用者の影響力を制緩する一方で，官庁の専門家の権限を強化すると批判してい

る。

もっともケア・マネージャーは，その立場故に権限をもっと短絡することはできない。 Shardlow

たちは，ケア・マネジメントの方法は 1970年代後半に，公的サービスに利用者を当てはめる従来の

方法に対する批判として成立したことを指摘している(9)。すなわち，アクション・リサーチ・プロジェ

クトを通して調発されたこの方法は，ケア・マネージャーに予算管理権が付与されたことにより，

ソーシャル・ワーカー(=ケア・マネージャー)に対し，制度的な枠を超えてより利用者中心の自

由なサポート・パッケ…ジを提供することを可能にしたという。そして， 1990年代の改革は，ある

意味ではこの実践枠を論理的に拡張したものともみなし得るとの指掃を踏まえると，ケア・マネー

ジャーへのカの集中は，それだけで批判されるべきものではないと言えよう。

しかし，その上で彼らが危慎するのは，民陣営利産業を中心とする競争的外部市場の発展および

それらとの契約制度に信頼が寄せられることによって，ケア・マネージメントの内容が歪められる

点である。「混合経済」の中に位置づけられることによって，ケア・マネージメントはユーザー中心

を賓徹できず，むしろ専門的管理として自立することへの危倶と言って良い。

「効率性」の向上に対する疑問が提示されている。競争に打ち勝っための継続的で積極的

な投資は r滋合経済」の担い手たる民間産業にとっても不可避であるが，間定投資や広告費用も含

めて，ぞれらは必然的に過剰化する (0)。

また，そのような競争環境の下では r最新技術」の導入が集客カを規定すると窓、われがちである

ために(特に医療分野)，そうした傾向はますます助長されるであろう。たとえ，それが省力技術で

あったとしても，ここに見られるのは，利用者にとって「最適な技術」からかけ離れて展開する投

資であり {lH，市場原理に即しでも非効率であると時時に，利用者中心原潔からしでも非効率である

ことは避けられまい。

(2) 地域介護構造とインフォーマル・ケアの位護

以上の批判の要点は，次の 2点、であろう o 第一に，福祉領域における「混合経済」は，自由で平

等な諸主体から構成されるのではなしむしろその内部に構造的なカの不均衡を含み，かつ再生産

する性格をもつことである。その意味では消費者主義は，利用者のエンパワメントというよりは排
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除の論理を含むのであるが(12}，にもかかわらずそれを「市場の論理」によって合濠的に臨蔽するシ

ステムを導く論理でもある。第二に，それはまた専門家による新たな管理システムでもあるが，そ

の管理権限・規制カは i混合経済」における不均衡な力関係に根拠を持っている。より具体的には，

競争力のある民間営利産業の市場支配力が専門家の権力を支え，強化していると言ってもよい。

以上の2点は，同時に次のような構造問題が存在することをも提起している。福祉ミックスとは，

換誉すれば，家族が主として担っていた介護を様々に社会化し，その相立の関連を調整することで

ある。社会化という場合，国家による社会化と資本による社会化，および協同的な社会化の3形態

を区別せねばならないが(問、 1990年代の改革はその内の資本による社会化形態に主導的地佼を与え

ることを意図した構造再編であった。しかし，社会化した僚は社会化された側の機能をすべて代替

するのではない。対入社会サービスの場合は，それは明白であろう o家族等によるインフォーマル・

ケアが公的あるいは資本による社会化によって，完全に置き換えられるのではなしむしろイン

フォーマル・ケアとフォーマル・ケア(民間営利産業も担い手の一つ)が有機的な関係を持つよう

になることが，社会化の意味することである。したがって，そこではその関係自体の評価，あるい

は館別的形態と社会化諸形態との関連構造(以下では，さしあたり地域介護構造と呼ぶ)が重要な

問題領域を構成する。

そのような関心から福祉ミックスを見なおすと，かかる地域介護構造を実質的に規定しているの

は民間営利産業であったから，そこでは社会化形態のほうが逆に倍別的形態すなわち利用者たるイ

ンフォーマルな介護者と被介護者に対する規定性を有することになる。社会的に提供されるべき「標

準Jサービスが確定されることによって，同時に個別的に担うべき介護機能が社会的に確定される

と言い換えてもよい。福祉ミックスが意味することは，まず、第一に，地域介護構造の内部に自立的

な性格をもった資本がビルトインされ，そのことによって構造全体の水準や機能が規定されるよう

になったことである。第二に，そうした地域介護構造によって「正常なJ (i標準的なJ個別的・イ

ンフォーマルな介護の形態が措定されることがある。そこから消費者主義に加えて，家族主義イデ

オロギーも再生産されるし，あるいは残余的な福祉国家像も普及する。そうしたイデオロギーもま

た，インブォ…マルな領域や実践のありかたを規定するであろう。

しかし，他方ではサービス利用者の協同的な組織化・社会化も問時に進展し，それが地域介護構

造に大きな影響を及ぼす点にも注意が払われねばならない。「障害をもっ人々の(による)セルフヘ

ルプ・グループJ はその代表例であろう。提供されるサービスへの疑問や不満，不公正さの意識化

等を動機として結成された利用者自身のグループや組織は， 1980年代から 90年代にかけて急増し

ている。もちろん，ぞれ以前からも「障害をもっ人々のための組織」はあったが，紙織化の主体が

障害をもっ人々自身であることによって， 80年代以後の動向は区別されている。これらの組織は，

すでに全額的組織をもち，一部ではヨーロツパ・レベルの浮品織化も進展しているという{同。そこで

は，出会いの場をつくり，問題を分かち合うことから始まり，セルフ・アドボカシー(自ら意見を
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主張できるような援助)や市民アドボカシー (f患者による代弁)はもちろん，コミュニティ・ケア

の計額立案・実行・評価への関与もなされている。

このような新たな社会化が，先の地域介護構造に与える影響は無視できない。とりわけ自治体専

門職の関では，一部の反発を含みながらも，このようなグループとの連携を模索する動向が生まれ

ている。そこでは，すでに地域介護構造の文化的・イデオロギー的側部や職員の専門性の跨い直し，

あるいは意志決定から排除されてきた人々の参加を可能にするような援助・エンパワメントの方法

の開発が不可欠であるとされているという{日}。いわば地域介護構造の総体的な批判なしには，連携

自体も成立しない局面が明らかになっているのも，現在の到達点であると言ってよいであろう。

とはいえ，そのような連携をめざした取り組みは簡単には進まない。 Barnesは，専門職と

もつ人々とのコミュニケーションが困難である漂白について，自らのニードを諮ることに慣れてい

ないサービス利用者と効果的に対話する技術を専門職の側がもっていないことや利用者自身による

ケア・マネジメントが成り立っとすると，自らの技術的基礎が侵食されるという危倶を専門職が抱

くことをあげている(1へそれらも理由たりうるであろが，より根源的な問題は，制度化された地域

介護構造においては，ケア・マネ…ジャーとしての専門職が実践から相対的に議離していることに

あるように思われる。サービス提供は既に民間事業者に委ねられている以上，専門職と利用者の関

には就に媒介者が存在するのであり，実践的な知識はむしろこの媒介者に蓄積される。 Barnesの指

摘するような滋由は，こうした構造があるが放に生じたと言えるのではなかろうか。

この点では，もう一つの媒介者たるインフォーマルな介護者の役割に注目せねばならないO

Barnesによると利用者参加をめざしたいくつかのプロジェクトは，結局，利用者本人よりもその(家

族)介護者の参加に焦点を合わせているという。公的な管理者と(家族)介護者との間には信頼関

係も格対的に生まれやすいとの指摘もなされているが，イ反にそうした指摘が一般的に成り立っとす

れば，それはインフォーマルな介護者の日常的な実践に支えられた情報や知識に，専門職の側が学

ぶという関係が存在するからであるように思われる。

その意味では，インフォーマルな介護者は，地域介護構造を規定する主体(17)としての位置を占め

る可能性をもっているにもかかわらず，先に見たように，現実には資本による社会化形態が主導的

な位置を占め，インフォーマル介護者には消費者としての副次的な位置しか与えられていない。こ

れらの介護者の客観的な役割を正当に評価すれば，利用者のエンパワメントとともに介護者のエン

パワメントが課題となるはずであり，具体的には介護者の組織化による協悶的な社会化を援助する

ことが必婆となろう。この新たな社会化形態の出現によって(1ヘ地域の介護構造そのものの変革も

見通せるように恕われる。
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3 地域介護構造の再編と職員の専門性

(1) コミュニティ・ケア担当職員の専門性

コミュニティ・ケアをめぐっては，以上のような改革が進展しているが，それに応じ

に求められる力量の内実も変化するはずでトある。この主題に関する研究成果のサーベイは，残念な

がらこれからの課題とせざるを得ない。ここではコミュニティ・ケアに関連して提起されてきたい

くつかの論点を確認しておこう。

制度的な位置づけとの関連では， 1968年に提出されたシーボーム報告が重要である。こ

の報告では，それまでの専門分化した対入社会サービスを統合し，新たに社会サービス部を創設す

ることが提起された。そこに属するソーシャルワ…カーは「ジェネリックなワーカー」と震われる

ように，包括的な専門性をもつべきであるとされた。後に社会サービス部はコミュニティ・ケアを

主担することになるが，その意味ではコミュニティ・ケア改革の前提の一つはこのようなソーシャ

ルワ…カーである。

ところが，先に見たように，コミュニティ・ケア改革においてはケア・マネージャーという新た

な職員が配置されるようになった。Shardlowらによると，自治体の側ではその職にソーシャルワ

カーよりは「低いJ 資格取得者を記置している場合が多く (特に高齢者介護に関してはソーシャル

ワーカーはほとんど雇用されないという)，またソーシャルワーカ…の側でも，それは自分たちの本

来の仕事ではないという意識が強く，回避志向が生ず、る可能性もあるという。彼らはこの事態を憂

慮し，抑任についてあまり理解せずエンパワメントにもあまり関与しない他者に，その役割を委ね

ることの危険性を主張している(19)。この点については，次にみるような職場内の諮専門職の連携の

実態も踏まえた評価が必要であろう。

第ニに，コミュニティ・ケア改革に先行する実践として，コミュニティ・ソーシャルワークの経

験をあげておかねばならない。これは「コミュニティとともにあるソーシャルワーク」と呼ばれて

いるが， 1982年のパークレイ報告では次のように特徴づけられている。「コミュニティ・ソーシャル

ワークとは公式的なソーシャルワークの技法であり，個人やグループに影響を与えているさまざま

な問題，さらに社会サービス部や民問団体の責務と資源という点から出発し，われわれがコミュニ

ティの基本的構成要素と考えているフォーマル，インフォーマノレな地域ネットワーク，さらにはク

ライエント集団の重要性を開発，援助，資源化さらに強化しようとするものである }20)。

このような提起は，社会サービス部にソ…シャルワーカーが統合されたにもかかわらず，依然と

してクライエント他人との関係においてのみ進められる実践が多かったことへの批判としてなされ

ている。したがって個人よりもコミュニティ，自助よりは相互扶助を価償的に重視することが強調

され，綴織的には社会サーピス部以外の個人や機関も含めた協働体制が強調されている。そのチ

ムは地域によりさまざまな編成をとっているが，いずれにおいても非ソーシャルワーク的技術の価

8 
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イ痘(伊jえばホームヘルパ…)も語訳語、しながら各々のメンバーははチームの一員として自分の仕事を

見定めている。

そこで重視される専門性は，まずク令ループワーク，コミュニティワークの技術であるが，それに

とどまらず協働を組織する力設が専門性として理解されていることが特徴的である。第一はチーム

内の協働を組織するカ援で，コア専門性と呼ばれている。第二は対象地域で展開するネットワ…ク

を基盤にした専門性で，ネットワーク専門性と呼ばれている。これはインフォーマルな(介護)実

践に着目し，そのネットワ…クを発展させる力議をも含んで、いると見てよい。第三は他の専門職チー

ムとの媒介機能であり，これによって専門職に対し，クライエントを会人格的に把援させることが

期待されている。

コミュニティ・ソーシャルワークは，必ずしも制度化され広範に普及しているとは言えない。む

しろ，自治体との緊張・対立がある場合も珍しくない。しかし，住民のエンパワメントを可能にす

るための職員総J織のあり方，職員の専門的カ議の内笑という点からみて，今日でも注自すべき実践

であろう o 北アイルランドでは，このタイプの実践は見出だせていないが，イギリス本土で展開し

たいくつかの地域に即して，そこではコミュニティ・ケア改革がどのように解釈され，実践されて

いるのかを確認しながら，北アイルランドの実銭を比較分析することが必要であろう。

コミュニティワークの専門性についても注意を払う必要がある。コミュニティ・ソーシャ

ルワークのチームにはコミュニティワーカーが含まれている場合もあるが，コミュニティワークと

ソーシャルワークの区別と関連は，極めて論争的なテーマであった。既に 25年以上前の議論になる

が，ボイル・グノレープの報告審では両者の関連について，コミュニティワークは成人教育のー側面

であり，ソーシャルワークとは無関係とする意見から，前者は行政過稼に含まれるとする見解，す

べての専門職の笑践の中にコミュニティの要素は含まれるのであり，それをあえて自立させると逆

に新たなエリート的官僚構造を生み出す等々の理解を併記している(2九また 1975年の中央ソー

シャルワーク教育研究協議会の報告においても，ソ…シャルワークにとってコミュニティワークは

不可欠の技法とする理解と，後者は教育や計画づくりにおいて見られるのであり治療的性格をもた

ないが放に，ソーシャルワークとは無関係とする主張が共に紹介されている。 1990年代のコミュニ

ティ・ケア改革の展開の下で，これらの対立する理解(笑はそれは実践の方法・内容の対立でもあ

るが)が統一されているのか否かも，今後検証すべき課題である。おそらくそこではコミュニティ・

ケアにおけるエンパワメントの内容と方法をめぐる理解(消費者のエンパワメントか利用者のエン

パワメントか，あるいは介護者のそれか)の差異が，コミュニティワークの評価にも反映している

ように思われる。

(2) 地域介護構造の再編と職員のカ叢形成の課題

に彩られた福祉ミックスを前提にすれば， に求められるのは「混合経済J
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の管理能力，すなわち市場の番人としてのカ量であろう。しかし，既述のように，地域介護構造は

インフォーマノレな介護者や利用者本人による協時的な社会化形態が登場したことによって，その内

部に緊張をはらみ構造変化への胎動が再び始まっている。こうした局面として現状を理解すれば，

そこで求められる職員の力撃は以下のようになろう。

第ーに，現実的な焦点を形成していたインフォ…マル部門とフォーマル部門の協力関係の構築を

担う力量が必要で‘あろう。民間営利産業に媒介されず、に，インフォーマルな介護者の実践を直接に

評価し包摂することが具体的には求められる。そのためには，インフォーマルな介護実践過稼その

ものを理解することが不可欠である。単なる介護ニーズ、アセスメントではなく，笑践内容にまで踏

み込んだ評価を行なう力量が必要となる。例えば，先の Barn巴Sは，インフォーマルな介護者と介護

を受ける人との関係においては，互恵伎や棺互依存性が克られることを指摘しているが，そのよう

なアイデンティティ形成の側面も笑践評価の射程に入れるべきであろう。

また，そのようなカ撃は，コミュニティ・ソーシャルワークにおいて指橋されたネットワーク専

門性が形成される中で獲得されるように思われる。ウォーカーも，社会的ケアに携わる職員の訓練

のポイントは「自律的な専門知識や個人的な判断から，利用者との連携の中で働いたり，コミュニ

ティの参加を促したりする技能へと変化していく」と指摘しているが(22)，おそらくそのような専門

伎に支えれられないと上のような笑践評価は閤難であろう。

また，ネットワーク専門性の中には，インフォーマノレ介護者を準等門職あるいは協働のパートナー

として形成する教育的力量が含まれるであろう。インフォーマル介護者の協同組織の形成を援助す

ることは，同時に介護者の集団的アイデンティティの形成を促すことでもある。その働き掛けが自

覚的に行なわれる場合には，教育的組織化がなされているとみなしでもよい。

第ニに，以上のような組織化や関係編成の力量は，その前提として地域介護構造に対する批判的

認識を要請している。それはまた，現代の福祉国家再編の本質に対する理解と切り離せないはずで

あるから，地域の問題と現代の市民社会と国家の対立・統一に関する問題を統一的に抱援するカ震

が不可欠であろう。

他方，インフォーマル介護者との協j弓によって，地域介護構造を変革していくという実践を考え

ると，現実に地域において資本・民間営利皇室業を規制し，管理する能力を獲得せねばならない。い

わば「役会的経済としての福祉ミックスj を実現する政策力量であり，それは消費者主義とは異な

る公共性の論漫に基づかねばならないが，その内実は，地域介護構造を根底において規定する利用

・介護者が，問題解決の主体となることに求められる。すなわち，そのような当事者が矛盾を解

決する力量を獲得することは，協同的社会化を組織していく過稜において可能であったが，かかる

協向性あるいはこの場合であれば協同的社会化形態を地域介護構造にどルトインすることによっ

て，資本の振る舞いは消費者主義とは奥なる新たな基準や価値の下に規制されるであろうからであ

る。
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さらに，協同的社会化の過稼は，介護者や利用者の集理的アイデンティティの形成過程であると

も言えるが，より厳密には自己教育の主体の形成過程でもある。そのことが自覚された時に，教育

的価績は自立化すると同時に地域介護構造を再編する原理になると思われる。その意味では，協同

的=教育的な公共性こそが，地域介護模造の変革を可能にする新たな公共性であろう。かかる公共

性の形成を保障することに「公務」労働者としての自治体職員・専門職の専門性も存すると言って

よしが23)。

おわりに

以上はまだラフなスケッチにすぎないが，コミュニティ・ケアの論理構造の骨格とその下で再編

される職員の専門性を検討する擦の基本的な視点は析出しえたように思われる。仮説的に提起した

地域介護構造が，北アイルランドと本土との制度・政治経済・文化環境の相違の下で，あるいは各

地域ごとの実践の答積の笈異に応じて，具体的にどのように環れているのか，さらにそこで生じて

いる矛盾の特質と，その解決過程の特徴を把握すること，およびそれを前提にして地域関連労働と

しての対入社会サービスの現代的な可能性・専門性を検討することは，いずれも今後の課題となる。

しかし，その作業を通して，社会的経済と協同的公共性の論理的関連，地域に基礎を置く社会教育

実践の新たな展望が見通せることは明らかになったように息われる。

i主

(1) 次の定義を参照。「一般に，コミュニティ・ケアは，施設ケアに優先して，家庭生活を選択する

ことそ意味する。コミュニティから離れた所(多分，大規模な長期療養病棟)ではなしむし

ろ人々 をE地域社会に『統合される』ように援助するという意味を持っている」。パーパラ・メレ

ディス，杉問直人・王子関公一・吉原雅昭訳 rコミュニティ・ケアハンドブックぉミネルヴァ欝

房， 1997年。

(2) アラン・ウォーカー，渡辺雅男・渡辺愛子訳『ヨーロッパの高齢化と福祉改革J，58~59 ミ

ネルヴァ警房， 1997年。

(3) 向上

(4) この項は次の文献に依拠している。 FrankGaffikin and Mike Morrissey，マVORTHERN

IRELAND: THE THATCHER YEARS"， Zed Books Ltd.， 1990. pp187~198. なお，以下の

本文で明らかなように，彼らの叙述は保健・監療分聖子が中心であり，福祉領域には直接に言及

していない。したがってこの項でのコミュニティ・ケアに関する推論は厳密さを欠いており，

今後の資料・情報収集によって早急に補足・修正を行なう予定である。

(5) 北アイルランドの保健・対人サービスの発展戦絡の方向性は， DHSSによって 1996年に提起さ
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れている。それに関わって Caro1ynMasonは，北アイルランドの保健・社会サービスにおける

少数民族集岳への関心の低さを批判しているが，その紹介によると，北アイルランドでは

、MakingBelfast W ork"に見られるように，地方レベルのコミュニティに慕礎を置くプロジェ

クトに重点が置かれているという。 Caro1ynMason，日間1thIssues and Ethnic Minorities in 

North巴rnIre1and， Pau1 Hainsworth (ed.)“'DIVIDED SOCIETY"， P1ato Press， pp90~94. 

(6) 紛争地帯であったために，民間営利食業の参入が見られなかったとすると I混合経済」の担い

予もイギリス本こととは異なり，むしろ NPOや住民の協同組織が主主喜な担当者となったとも考

えられる。この点、についても実態に即した把握が必要である。

(7) もっとも本土においても，改革の主婆な狙いは自治体の権限の縮小にあるとすれば，北アイル

ランドの事例は政策サイドから見れば先進的であることになる。

(8) ウォーカー，前掲警， 68~75 貰。碍様の指摘は，ノーマン・ジョンソンも行なっている。福祉

市場を完全市場と仮定することの非現実性等については，ノーマン・ジョンソン，資木郁夫・

山本隆訳『福祉関家のゆくえれ法律文化社， 1993年， 136~141 頁を参照。

(9) Steven Shard10w， Tim Robinson， Jo Thompson and Jane Thoburn，“Socia1 W ork in the 

United KingdomぺStevenShard10w and Malco1m Payn巴 (eds.)，Coηtemporaη Issues in 

Social Work: Western Euroρe， arena， 1998 

(10) ノーマン・ジョンソン，前掲警， 138頁・ 152貰。

なI) この点については，拙稿「酪農近代化と農民意識J，山田定市編著 f地域づくりと

画{LJ，北海道大学醤欝刊行会， 1997年も参照されたい。

(12) Marian Barnes， Care， Communities and citizens， LONGMAN， 1997， p35置

(13) この区別と論理的な関連については，拙稿「地域関連労働の形成論理J，山田定市・鈴木敏正編

F社会教育労働と住民自治~，筑波書房， 1992年を参照されたい。

同 MarianBarnes， 46~71 

(15) 同上， 98~99 

(16) 向上， 122~123 頁。利用者が直接に現金支給を受けて，自らケア・プランを策定し，サービス

を購入することは，現夜は認められていない。利用者団体は，そうした方向に向けた改善を要

求しているが，ここにあるように専門職の側からは批判の声が出されている。 Shard10w他，前

138夏参照。

(17) 念のために述べておけば，このように規定することと，インフォーマルな介護こそがコミュニ

ティ・ケアの主要な形態であるべきと主張することは同じではない。インフォーマルな介護が

現実に果たしている役割が正当に評価され，その評価に見合った援助がなされるべきであると

いうのが，ここでの合意である。

(18) すでに、Carers'Impactかという全国組織が発足し，介護者のエンパワメントのための各種地
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域プロジェクトを展開している。また介護者センターもいくつか地域(シェフィールドやヨ

クシャーなど)で設立されており，介護者に対する情報・サービス提供を開始いている。Barnes，

前掲書， 120頁。

(19) Shardlow他，前掲警， 138 

(扮 ハドレイ oR.，クーパー oM.，デール・p，ステイシー・G.，小田兼三・清水隆則監訳 rコミュ

ニティ・ソーシャルワーク~， JlI島喬底， 1993年， 7~8 

(2]) E. L.ヤングノ、ズバンド，本出祐之監訳 f英国ソーシャルワーク史』下巻， 1986年， 289~307 

頁。

(幻) ウォ…カー，前掲害， 1l2~1l3 頁。

ω) 北アイルランドのデリー市にあるリソースセンターは，独自にコミュニティ・エンタープライ
ズを創設し，高齢者や輝害者の雇用を創出していたが，このような例をみると「コミュニティ

に対する責任」として現代の公共性を理解することも可能であろう。ここでも，その「資任」

は単に雇用の場そ縫保することのみにあるのではなく，住民の協同的社会化による問題解決の

主体形成を保障することに対する責任であることが強調されるべきであろう。
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